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令和８年６月不用物品の売却に関する仕様書 

（普通特種自動車（消防車） 計６台） 

 

                         会   計   室 

                         担当 武甕・平本 222-3687 

 

 

１ 売却物品は、売却物品明細書のとおりとし、保管場所から契約業者が引き

取ることとする。また、売却物品は現状引渡しとする。 

 

２ 売却物品は、バッテリーの性能が低下、その他不具合によりエンジンが掛

からない場合がある。 

 

３ 売却物品の不良箇所等は別添を参照のこと。ただし、本仕様書作成時点で

把握している参考情報であり、現状については現物で確認すること。 

 

４ 売却物品及び搬出方法の下見については、以下のとおりとするので、前日

の１７：００までに必ず以下の連絡先へ予約し、時間の指定を受け、指定さ

れた時間に下見場所へ来ること。予約のない業者及び指定された時間を厳守

しない業者については、下見を断る場合がある。 

  なお、下見を行わずに入札に参加することは差し支えないが、電話等によ

る売却物品の状態等に対する問合せは一切受け付けない。 

  

(1) 下見期間  

日程：令和８年５月２９日（金）、６月１日（月） 

   時間：各日とも９：００～１７：００（ただし、12:00～13:00を除く） 

   （※１業者につき４０分以内） 

 (2) 下見場所 

京都市消防活動総合センター 

京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内９４－４ 

(3) 連絡先   

   京都市消防局 総務部施設課 （担当：石田・菱野） 

   電話番号：０７５－２１２－６６４７ 

 

５ 本市が預託済みのリサイクル料金５３，０４０円（６台分合計金額）につ

いては、契約業者が負担するものとし、売却代金とは別に納付すること。 

 

６ 消防局から納入通知書を発行するので、契約決定の日から令和８年７月 

８日（水）までに売却代金及びリサイクル料金を納入すること。 

 

７ 引取期間は、代金納入の確認ができた日から令和８年７月８日（水）まで

とする。期間内に必ず引取りを完了すること。 

  なお、引取りを完了したときには、京都市長宛ての受領書を必ず消防局の

担当者に手渡すこと。 

 

８ 引取りに当たっては、事前に消防局に連絡したうえで、指示された時間・



場所で行うこととし、保管場所での業務の支障にならないよう十分注意する

こと。また、火災及び事故等についても十分注意すること。 

 

９ 引取った物品は、輸送中に部品等を落下させないよう十分注意すること。 

 

10 この契約の履行に際して発生した事故・負傷等に関して、京都市は一切の

責任を負わない。 

 

11 その他引取り作業の詳細については、会計室及び消防局の指示に従うこと。 

 

12 売却物品を、再使用することなく廃車・処分する場合は、使用済自動車等

の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）や廃棄物の処理及び清掃

に関する法律（廃棄物処理法）等の関係法令に基づき、適正な方法により速

やかに処分すること。 

 

13 契約の履行に当たっては、道路交通法、道路運送車両法、道路法、公害防

止に関する諸法等関係法令を遵守すること。 

 

14 契約業者は民法、商法及び本契約の他の条項にかかわらず、引き取った本

件売却物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを理由と

して、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解

除をすることはできない。 

 

15 その他のことについては、京都市契約事務規則を遵守すること。 

 

 

以 上 

 



消防車
（器材搬送車）

三菱
京都 ８００ す３２８６

1,864,222 京都市消防活動総合センター 預託済

消防車
（器材搬送車）

三菱
京都 ８００ す３２８７

1,864,222 京都市消防活動総合センター 預託済

消防車
（器材搬送車）

三菱
京都 ８００ す３２８８

1,864,222 京都市消防活動総合センター 預託済

消防車
（器材搬送車）

三菱
京都 ８００ す３２８９

1,864,222 京都市消防活動総合センター 預託済

消防車
（器材搬送車）

三菱
京都 ８００ す３２９０

1,864,222 京都市消防活動総合センター 預託済

消防車
（器材搬送車）

三菱
京都 ８００ す３２９１

1,864,222 京都市消防活動総合センター 預託済

※登録識別情報等通知書　有

　

保管場所

ﾘｻｲｸﾙ料金
預託状況

○京都市消防活動総合センター(京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内９４－４）
　　　担当　(消防局総務部施設課　石田・菱野）　℡ ０７５－２１２－６６４７

Ｓ４

※現物の確認をする場合は、下見受付期間中に担当者に連絡すること。

令和８年６月売却物品明細書

番号 品　　　　　名 規格形状等
取得価格

(円)
保管場所



車種 車両番号 状態

消防車
（器材運搬車）

三菱
京都 ８００ す３２８６

バッテリー上がりのため始動不能

消防車
（器材運搬車）

三菱
京都 ８００ す３２８７

バッテリー上がりのため始動不能

消防車
（器材運搬車）

三菱
京都 ８００ す３２８８

バッテリー上がりのため始動不能

消防車
（器材運搬車）

三菱
京都 ８００ す３２８９

バッテリー上がりのため始動不能

消防車
（器材運搬車）

三菱
京都 ８００ す３２９０

バッテリー上がりのため始動不能

消防車
（器材運搬車）

三菱
京都 ８００ す３２９１

バッテリー上がりのため始動不能

　＊上記以外にも不良箇所がある可能性がある。

Ｓ４　不良箇所等の状況（参考）
















